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近所の歩いていけるところに「通いの場（サロン）」があれば、「毎月○日（○曜日）はサロンの日」といったように、定期的に出かけて人に会うことができます。

人と会うために身だしなみを整えたり、今日は○○をやってみようとわくわくしたり、生活や気持ちにメリハリができますね。

親睦を深め、お互いの近況確認も兼ねて、気軽に集まってみてはいかがでしょうか。

過去の各サロンの活動をみると、それぞれに特色があって、いろんな活動を楽しんでおられる様子がわかります。
企画や事前準備も運営には大切な活動です。
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役割を分担し、継続的に、定期的に、誰もが通える場『通いの場（サロン）』を作っていきましょう。

サロン活動の注意事項
· 宗教的、政治的な組織にしないこと。
· 日頃より会計帳簿等を整理し、健全な活動運営を心がけること。
· なるべく多くの人が参加できるように計画してください。


令和７年度活動報告書及び令和８年度実施計画書について、以下の提出書類を作成し、下記の期限までに提出してください。
【提出書類】 別紙「記入例」を参照のうえ、記入してください。

	令和７年度活動報告書

	様式第２号　　　　活動報告書の提出について(表書)
別紙（２）－１　　活動報告及び明細書

別紙（２）－２　　令和７年度収支決算書

別紙（２）－３　　参加者名簿

別紙（２）－４　　活動紹介

	(1） 令和８年度実施計画書　(案)

	様式第１号　　　　実施計画書の提出について（表書）
別紙（１）－１　　計画書及び収支予算書
別紙（１）－２　　会員名簿

別紙（１）－３　　請求書


【提出期間】

　　令和８年４月１日（水）～４月10日（金）まで

　　（期間内に提出をお願いします。）
【提出先 及び 問い合わせ先】

　　滑川市社会福祉協議会（滑川市役所東別館２階）
　　☎４７５－７０００、４７５－７００４


　提出書類は、黒色のボールペン等で記入してください。

　計画書等について、独自の様式のもので提出していただいても構いません。ただし、内容に漏れがないよう７ページ以降の記入例を参照して記入してください。
別紙（１）－２「会員名簿」

· 令和８年４月１日現在の状況で記入し、計画書に添付してください。

· 会員名簿において、同じ方を二重に記入しないように注意してください。また、年代や住所などを忘れずに記入してください。
別紙（１）－３「活動助成金請求書」（令和８年度分）
· 請求印は不要です。
· 請求書の訂正はできません。書き損じた場合は、新しい用紙に書き直してください。
振込先となる口座情報は正確にご記入ください。
· 実績報告時に、予定していた参加者数を超えたとしても、追加の助成金は支給しません。
別紙（２）－１「活動報告及び明細書」
· 他の団体（町内会や老人クラブ）などが主催する活動・行事への参加は、助成対象外となります。（主催者が活動報告をします。）
· なお、老人クラブ等と合同で開催する場合は、経費等をそれぞれで分け、EQ \* jc2 \* hps20 \o\ad(\s\up 11(･・),重複)

EQ \* jc2 \* hps20 \o\ad(\s\up 11(・・・),しない)ようにしてください。
別紙（２）－２「収支決算書」
· 活動加算助成金の対象とする活動は、開催時間がおおむね1時間以上、かつ、参加人数が10人以上の活動を対象とします。

◎助成金算定方法

	１年あたりの延べ参加者数
	区分
	金額（円）

	以上
	以下
	
	

	1人
	120人
	0
	30,000

	121人
	240人
	1
	35,000

	241人
	360人
	2
	40,000

	361人
	480人
	3
	50,000

	481人
	600人
	4
	60,000

	601人
	720人
	5
	70,000

	721人
	840人
	6
	80,000

	841人
	960人
	7
	90,000

	961人
	1,080人
	8
	100,000

	1,081人
	1,200人
	9
	105,000

	1,201人
	9,999人
	10
	110,000


· 活動にかかる対象経費は、弁当など調理をしない食料費及びお酒代は助成対象外です。
· 講師が会員の場合、講師謝礼の支払いはしないでください。
· 領収書の添付は必要ありませんが、見せていただくことがあるかもしれませんので、各サロンで必ず保管（年度終了後５年間）してください。
· 領収書はレシートでもかまいませんが、すべて原本で、購入品等がわかるものを整理して保管してください。

別紙（２）－３「参加者名簿」
· 参加者名簿については、開催日ごとに記載等をしていただくようお願いします。

別紙（２）－４「活動紹介」

· サロンで開催してみてよかった活動をぜひご紹介ください。

助成金の支払いについて
　請求書に記載された金融機関への口座振込です。

助成金の取り消しについて
　次のような場合は、助成金の取り消し、または変更をすることがあります。

　・偽り、その他不正な手段により助成金の交付を受けたとき

　・助成金を他の用途に利用したとき

関係帳簿の備え付けについて

　書類は、提出する前にコピー等控えを取り保管してください。
　サロン活動に関する帳簿や証拠書類（領収書の写しなど）を当該年度の翌年度から５年間必ず保管してください。

１　活動について





２　活動実績報告書及び計画書の提出について





３　提出書類について・・・「記入例」参照





４　その他の注意事項について





　提出期限に間に合わない場合や、不明な点がございましたら、社会福祉協議会まで


ご連絡ください。


　また、社会福祉協議会までお問い合わせください。









３

